
○
企
業
局
管
理
規
程

４７，６００円
九

種
５
級

３５，４００円
九

種
５
級

○
告

示

名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七
号
デ

ジ
タ
ル
ゲ
ー
ト
ビ
ル
十
階

令
四
・

七
・

一
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企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
病
院
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

令
和
四
年
度
労
働
福
祉
等
実
態
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

特
殊
車
両
通
行
許
可
不
要
指
定
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
三

訓

令

甲

大
分
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
五
の
二
中

を
」

「

４７，６００円

４４，４００円

九
種

九
種

５
級

４
級

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
五
の
三
中

を
」

「

３５，４００円

３３，５００円

九
種

九
種

５
級

４
級

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
企
業
局
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
程
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

コ
ン
ビ
ニ
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
手
数
料
、
使
用
料
及
び
諸
収
入

三

指
定
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

令

和

四

年

第
三
二
一
号

七

月

一

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）

令
和
四
年
七
月
一
日

一
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精
神
科
病
院
の
名
称

所

在

地

指
定
期
間

大
分
県
立
病
院

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

令
四
・

七
・

一
か
ら

令
七
・

三
・
三
一
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

令
四
・

六
・
一
六

映

画

温
泉
情
話

湯
船
で
揉
み
が
え
り

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

名
器
乱
舞

欲
情
の
下
半
身

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

悶
絶
ス
ワ
ッ
プ

す
け
べ
ま
み
れ

新
東
宝
映
画

〃

〃

夫
の
留
守
に
い
き
ま
く
る
若
妻

新
東
宝
映
画

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
一
順
位

副
知
事

尾

野

賢

治

第
二
順
位

副
知
事

吉

田

一

生

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
一
条

第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
と
し
て
、
次
の
精
神
科
病
院
を
認
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
号

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
労
働
福
祉
等

実
態
統
計
（
県
基
幹
統
計
第
九
号
）
を
作
成
す
る
た
め
、
令
和
四
年
度
大
分
県
労
働
福
祉
等
実
態
調
査
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
事
業
所
に
お
け
る
労
働
条
件
や
労
働
福
祉
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
と
動
向
を
把
握
し
、

今
後
の
労
働
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
の
対
象

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準

産
業
分
類
に
定
め
る
大
分
類
の
う
ち
十
五
大
産
業
（
「
建
設
業
」
、
「
製
造
業
」
、
「
電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
・
水
道
業
」
、
「
情
報
通
信
業
」
、
「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
、
「
卸
売
業
、
小
売
業
」
、
「
金
融

業
、
保
険
業
」
、
「
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」
、
「
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
宿

泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
」
、
「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
、

「
医
療
、
福
祉
」
、
「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
）

に
属
す
る
県
内
の
事
業
所
か
ら
任
意
に
抽
出
し
た
千
事
業
所
を
対
象
と
す
る
。

三

調
査
の
項
目

事
業
所
の
現
況
、
労
働
時
間
、
休
日
休
暇
制
度
、
育
児
・
介
護
休
業
等
制
度
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
・
派
遣
労
働
者
、
登
用
制
度
及
び
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

四

調
査
の
期
日

令
和
四
年
六
月
三
十
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五

調
査
の
方
法

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
て
行
う
。

六

そ
の
他

こ
の
調
査
は
、
大
分
県
統
計
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
県
基
幹
統
計
調
査
で
あ
る
。

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
七
月
一
日

二
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

一
般
国
道
二
一
二
号

中
津
市
大
字
伊
藤
田
字
池
ノ
上
一
二
三
三
番
一
地
先

か
ら

中
津
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
ま
で

令
四
・

七
・

一

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
訓

令

甲

区

分

担

任

事

務

共
管
事
務

一

県
政
に
係
る
重
要
施
策
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

人
事
、
組
織
及
び
予
算
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

大
分
県
長
期
総
合
計
画
「
安
心
・
活
力
・
発
展
プ
ラ
ン

２
０
１
５
」
に
関
す
る
こ
と
。

四

大
分
県
行
財
政
改
革
推
進
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
こ
と
。

副
知
事
尾
野
賢
治
の
担
任
事
務

一

総
務
部
に
関
す
る
こ
と
。

二

企
画
振
興
部
に
関
す
る
こ
と
。

三

生
活
環
境
部
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
別
に
指
定
す
る
こ
と

に
限
る
。
）
。

四

農
林
水
産
部
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
計
管
理
局
に
関
す
る
こ
と
。

六

部
局
間
連
携
・
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

県
議
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

人
事
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

監
査
委
員
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十

病
院
局
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

教
育
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

十
五

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
こ
と
。

副
知
事
吉
田
一
生
の
担
任
事
務

一

福
祉
保
健
部
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
活
環
境
部
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
別
に
指
定
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

三

商
工
観
光
労
働
部
に
関
す
る
こ
と
。

四

土
木
建
築
部
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

企
業
局
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
安
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

大
分
県
告
示
第
三
百
一
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
海
上
コ

ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ

て
最
大
四
十
四
ト
ン
で
あ
り
、
長
さ
の
最
高
限
度
が
十
六
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定

す
る
。令

和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

四

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
清
静

〃

大
字
竹
中
五
二
六
八

を

園
（
従
来
型
）

」

「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
清
静

〃

大
字
竹
中
五
二
六
八

に
改
め
る
。

園
（
従
来
型
個
室
）

」

大
分
県
訓
令
甲
第
十
五
号

本

庁

地

方

機

関

大
分
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
七
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程

第
一
条

副
知
事
が
担
任
す
る
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
訓
令
甲
）

令
和
四
年
七
月
一
日

三



八

収
用
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
こ
と
。

第
二
条

副
知
事
の
い
ず
れ
か
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
副
知
事
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の

担
任
事
務
は
、
他
の
副
知
事
が
担
任
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
（
訓
令
甲
）

令
和
四
年
七
月
一
日

四


